
1 沖縄県海洋深層水研究所機械棟外壁及び２階天井修繕業務

2 自

至

3 一金

うち、取引に係る消費税額及び地方消費税額は

の10を乗じて得た額である。

4 契約金額の100分の10以上とする。ただし、沖縄県財務規

則第101条第２項各号のいずれかに該当する場合は免除と

する。

義に従って誠実にこれを履行するものとする。

自１通を保有する。

令和　年　月　日

住 所 沖縄県島尻郡久米島町字真謝500番１

氏 名 沖縄県海洋深層水研究所

　所長　宮里　太鳩間　用一

住 所

商 号

氏 名

修繕業務料

修 繕 契 約 書（案）

修繕業務名

履 行 期 間 令和　年　月　日

令和　年　月　日

\2,255,800-

（注）「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第

28条第１項および第29条の規定並びに地方消費税法第72条の82お

よび第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分

契約保証金

上記修繕業務について、沖縄県海洋深層水研究所 所長 鳩間 用一

（以下「甲」という。）と、

（以下「乙」という。）とは、次の条項によって修繕契約を締結し、信

この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各

発 注 者

受 注 者



（総　　則）

履行しなければならない。

２ 　前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲と乙は協議し定める。

（提出資料）

乙は、次の書類を作成し甲に提出しなければならない。

２

ばならない。

（修繕業務の範囲）

明示されていない事項で軽微なものについては、甲の指示に従うものとする。

（修繕業務の調査等）

求めることができる。

（権利義務の譲渡等）

い。

（再委託）

らない。

２

てはならない。

３ 　甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。

は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、または請負わせてはならない。

４

委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。

わせるときはこの限りでない。

５

しなければならない。

６

は賠償責任を負わないものとする。

第１条 乙は、別に定める特記仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき、頭書の修繕業務料

第３条 甲が発注する修繕業務の範囲及び基準は、仕様書によるものとする。ただし、仕様書に

（以下「修繕業務料」という。）をもって、頭書の修繕業務（以下「修繕業務」という。）を

第２条

着 手 届

現 場 監 督 員 届 契約締結後１週間以内

実 施 計 画 書

業 務 完 了 届
現場作業完了後

作業結果報告書

甲は、前項の書類を受理したときは、ただちに、これを審査し、不適当と認めたときは、

その理由を明示し期日を指定のうえ再提出を求め、適当と認めたときは、承認を与えなけれ

第４条 甲は、必要がある場合は、乙に対して修繕業務の処理状況について調査し、又は報告を

第５条 乙は、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

第６条 乙は、契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委任し、または請負わせてはな

乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、または請負わせ

乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員また

乙は、契約の一部を第三者に委任し、または請負わせようとするときは、10日前までに再

ただし、甲が仕様書で示したうち「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、または請負

乙は、前項により第三者に委任し、または請負わせた業務の履行および当該第三者の行為

について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償

乙が第１項から第４項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これによ

り乙または乙が業務の一部を委任し、または請負わせた第三者に発生した損害について、甲



（証憑書類の整備）

う。）を整備しなければならない。

２ 　乙は、証憑書類について、施工期間終了から１年間保存しなければならない。

３

れない場合についても同様とする。

（検査及び引渡し）

類一式を提出しなければならない。

２

いて検査を行わなければならない。  

３

ならない。

（修繕業務料の支払）

ができる。

２

を支払わなければならない。

３

（修繕料の変更）  

とができる。

一 一般経済情勢の変動のため、物価、賃金等に著しい変動が生じたとき。

二 業務内容に著しい変動が生じたとき。

（過払金等の返還）

なったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。

２

8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した延滞金を付して返還しなければならない。

乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したとき

第７条 乙は、修繕業務の実施に当たり、修繕業務の実施に係る経費の支出および修繕業務の実

施に伴い生じた収益の状況を明らかにした帳簿類および証憑類（以下「証憑書類」とい

の支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数に応じ、支払延滞金額に対し、政

は、当該証憑書類に記載される経費について、正当な根拠を示して修繕業務の実施に係る経

費等である旨甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認めら

第８条 乙は、修繕業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して修繕業務完了報告書及び関係書

甲は、前項に規定する書類等一式を受理したときは、その日から10日以内に修繕業務につ

前項の検査の結果不合格となり、修繕業務について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞な

く当該補正を行い甲に補正完了の届けおよび関係書類一式を提出して再検査を受けなければ

第９条 前条第２項の検査に合格したときは、書面をもって修繕業務料の支払いを請求すること

甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に修繕業務料

乙は、甲の責に帰すべき事由により委託業務料の支払いを遅延した場合は、甲に対し前項

府契約の支払い遅延に関する法律に基づく遅延利息の率の割合で計算した金額を延滞利息と

して請求することができる。

第10条 修繕業務料は、次のいずれかの事情が生じたときは、甲乙協議のうえ、適正化を図るこ

第11条 乙は、第８条第２項の検査の結果、第９条第１項の規定に基づき既に支払いを受けた修

繕業務の実施に要する経費のうち過払部分（以下「確定後過払金」という。）が明らかに

乙は、前項の規定により甲に確定後過払金を返還する場合において、甲の定めた期限内に

返還しなかったときには、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、支払遅延防止法第



（損害賠償）

をもって一切の処理、解決を行うものとし、これに係る費用及び賠償は乙の負担とする。

一 甲もしくは第三者に損害を及ぼしたとき。

二 乙の過失又は怠業により、甲の施設機器類に損害を及ぼしたとき。

三 乙の従業員または関係者が死傷したとき。

（契約の解除）

相手方に書面をもって通知するものとする。

２ 　甲は、次のいずれかの事情が生じたときは、催促なしに本契約を解除することができる。

一 本契約に違反したとき。

二 修繕業務の実施状況が不適当と甲が認めたとき。

三 乙が、本契約を明らかに履行することができないと甲が認めたとき。

３

違約金として甲に支払うものとする。

４

できない。

５

後、既済部分の修繕業務料を支払うものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受け

た場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（疑　義）

この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

第13条 甲乙いずれかの一方が、本契約の期間中に契約を解除しようとするときは、３ケ月前に

第12条 乙は、この修繕業務の履行において、次の各号のいずれかの事項が生じたときは、責任

乙は、前項の規定により本契約を解除されたとき、乙は、修繕業務料の100分の10の金額を

第２項の規定により本契約を解除されたとき、乙は、甲にその損害賠償を請求することは

第２項の規定により本契約が解除されたとき、甲は、乙の修繕業務既済部分を検査確認

第14条

第15条


